
銚子市広報ちょうし広告掲載要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、銚子市民間企業等の広告の取扱いに関する規則（平成２０年銚

子市規則第４１号。以下「規則」という。）第４条の規定により、広報ちょうし（以

下「広報紙」という。）への広告掲載に関し必要な事項を定めるものとする。 

（広告掲載の対象） 

第２条 広告を掲載する広報紙は、毎月１日に発行する広報紙とする。ただし、市長

が認める場合はこの限りではない。 

（広告掲載の規格） 

第３条 広告の規格は、原則として次の表のとおりとする。 

区 分 大きさ 刷り色 

Ａ広告 縦 4.5 ㎝×横 8.5 ㎝ 市の指定する２色 

Ｂ広告 縦 4.5㎝×横 17.0㎝ 市の指定する２色 

（広告掲載のページ、位置及び枠数） 

第４条 広告を掲載するページ、位置及び枠数は、別表に定めるとおりとする。 

（広告掲載の申込み） 

第５条 広告を掲載しようとする者（以下「申込者」という。）は、広報ちょうし広告

掲載申込書（別記様式第１号）により、次の各号に掲げる書類を添付して、市長に

提出しなければならない。 

⑴ 業務内容等を明らかにする書類等（会社案内、パンフレット等） 

⑵ 掲載しようとする広告案 

２ 前項の締切りは、広報紙発行日の２か月前の１５日とする。ただし、市長が認め

る場合はこの限りではない。 

３ 広告の申込みは、１掲載号につき１枠とする。また、継続して３掲載号まで申込

みすることができるものとする。 

（広告掲載の決定等） 

第６条 市長は、前条第１項の申込書の提出があったときは、速やかに申込書の内容

を審査し、広告掲載の可否を決定しなければならない。 

２ 前項の広告掲載の決定は、原則として先着順とする。 

３ 市長は、広告掲載の可否を決定したときは、その旨を申込者に広報ちょうし広告

掲載決定通知書（別記様式第２号）により通知する。 

（広告原稿の提出） 



第７条 前条の規定により掲載の許可を受けた者（以下「広告主」という。）は、広告

原稿を市長が指定する期日までに、指定する場所に提出するものとする。 

（広告料） 

第８条 広告料（１掲載号１枠あたり）は、次の表のとおりとする。 

区 分 市 内 市 外 

Ａ広告 １０，０００円 １５，０００円 

Ｂ広告 ２０，０００円 ３０，０００円 

２ 広告主は、広告料を市長の指定する期日までに、一括納入するものとする。 

（広告掲載の取り消し） 

第９条 市長は次の各号のいずれかに該当する場合には、広告主への催告その他何ら

かの手続きを要することなく、広告掲載の決定を取り消すことができる。 

⑴ 指定された期日までに広告料の納付がないとき。 

⑵ 指定された期日までに広告原稿の提出がないとき。 

⑶ 広告主及び広告の内容が各種法令に違反している、あるいはそのおそれがある

とき。 

⑷ 各号に定めるもののほか、広報紙への広告掲載が適切でないと市長が判断した

とき。 

２ 市長は、広告の掲載を取り消したときは、広告主に広報ちょうし広告掲載決定取

消通知書（別記様式第３号）により通知するものとする。 

３ 第１項の取り消しにより、広告主に損害が生じても市長は一切の責任を負わない

ものとする。 

（広告掲載の取り下げ） 

第１０条 広告主は自己の都合により、広報紙への広告掲載を取り下げることができ

るものとする。 

２ 前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、広告主は書面により市長に申し

出なければならない。 

３ 第１項の規定により広告掲載を取り下げた場合は、納付済みの広告料は返還しな

い。 

（補則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要とする事項は、市長

が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２０年８月１日から施行する。 

この要綱は、令和２年９月１５日から施行する。 



別表（第４条関係） 

広告の掲載ページ、位置及び枠数 

（１６ページ構成の場合） 

掲載ページ 掲載位置 掲載枠数 

１２ページ 最下段 Ａ広告×２枠又はＢ広告×１枠 

１３ページ 最下段 Ａ広告×２枠又はＢ広告×１枠 

１４ページ 最下段 Ａ広告×２枠又はＢ広告×１枠 

１５ページ 最下段 Ａ広告×２枠又はＢ広告×１枠 

（２０ページ構成の場合） 

掲載ページ 掲載位置 掲載枠数 

１６ページ 最下段 Ａ広告×２枠又はＢ広告×１枠 

１７ページ 最下段 Ａ広告×２枠又はＢ広告×１枠 

１８ページ 最下段 Ａ広告×２枠又はＢ広告×１枠 

１９ページ 最下段 Ａ広告×２枠又はＢ広告×１枠 

（２４ページ構成の場合） 

掲載ページ 掲載位置 掲載枠数 

２０ページ 最下段 Ａ広告×２枠又はＢ広告×１枠 

２１ページ 最下段 Ａ広告×２枠又はＢ広告×１枠 

２２ページ 最下段 Ａ広告×２枠又はＢ広告×１枠 

２３ページ 最下段 Ａ広告×２枠又はＢ広告×１枠 

注：広報紙の編集上、支障があるときは掲載ページ、位置及び枠数を変更することが

ある。 

 

 ページ 

 

 

 

 

 

17.0 ㎝ 

  4.5 ㎝  

 

8.5 ㎝         8.5 ㎝ 

最下段 



別記 

様式第１号（第５条第１項関係） 

    年  月  日 

 

銚子市長 様 

 

住所 

会社・団体名 

代表者名           

 

広報ちょうし広告掲載申込書 

 

銚子市広報ちょうし広告掲載要綱第５条の規定により、下記のとおり申込みます。 

 

記 

 

１ 広告媒体 広報ちょうし 

２ 広告規格 Ａ広告 ・ Ｂ広告 

３ 掲載希望号   年  月号から  年  月号（継続３掲載号以内） 

 

〔連絡先〕 

電 話  

Ｆ Ａ Ｘ  

E - m a i l  

担当者名  

 

【添付書類】 

１ 業務内容等を明らかにする書類等（会社案内、パンフレット等） 

２ 掲載しようとする広告案 

                                       

 

※この欄は記入しないでください。 

審   査 備   考 

審査日時 

結  果 

  年  月  日 

□掲載  □否掲載 

 

 



様式第２号（第６条第３項関係） 

 

     第    号 

    年  月  日 

 

      様 

 

銚子市長         印 

 

 

広報ちょうし広告掲載決定通知書 

 

銚子市広報ちょうし広告掲載要綱第６条に基づき、下記のとおり決定したので通知

します。 

 

記 

１ 掲載する 

 

２ 掲載しない 

 （理由                                ） 

 

１ 広告媒体 広報ちょうし 

２ 広告規格 Ａ広告 ・ Ｂ広告 

３ 掲載号    年 月号から   年  月号（継続３掲載号以内） 

４ 広告料  

５ 納入期限    年  月  日 

 

摘   要 

 

 



様式第３号（第９条第２項関係） 

 

    年  月  日 

 

      様 

 

銚子市長         印 

 

 

広報ちょうし広告掲載決定取消通知書 

 

  年 月 日付け  第  号で決定した、広報ちょうしへの広告掲載につい

て、次のとおり掲載の決定を取り消します。 

 

 

記 

 

取消理由 
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